
  
観音寺市合併 20 周年記念事業検討委員公募要領 

 

（趣旨） 

第１条　この要領は、観音寺市合併 20 周年記念事業検討委員会設置要綱第３条の規定に基づき、

観音寺市合併 20 周年記念事業検討委員（以下「委員」という。）の公募に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

（公募の方法） 

第２条　公募は、次に掲げる事項について、広報紙及びホームページ等を活用し、広く周知を行

うものとする。 

（1）会議の名称 

（2）主な協議内容 

（3）委嘱期間 

（4）会議開催回数 

（5）応募資格 

（6）募集人数 

（7）応募方法 

（8）選考結果 

（9）問合せ先 

（10）その他必要と認める事項 

 

（応募資格） 

第３条　応募の資格は、次のとおりとする。 

（1）委員として委嘱される日において本市に住所を有すること。 

（2）委嘱日の属する年の前年の４月１日現在で 18歳以上であること。 

（3）夜間開催される会議に出席できること。 

（4）本市議会議員及び本市の職員でないこと。 

 

（応募方法） 

第４条　委員の応募方法は、観音寺市合併 20 周年記念事業検討委員応募申込書（別記様式。以

下「応募申込書」という。）によるものとする。 

２　前項に規定する応募申込書は、別に定める期日までに政策部企画課に提出しなければならな

い。 

 

（選考方法等） 

第５条　応募者の中から委員を選考するため、政策部長、総務部長、教育部長、政策部企画課長、

総務部総務課長、教育部教育総務課長及び必要に応じ政策部長が指名する者で構成する観音寺

市合併 20 周年記念事業検討委員選考審査会（以下「選考審査会」という。）を置く。 

 

２　選考審査会は、提出された応募申込書の内容に加え、年齢、性別、地域等のバランスを考慮



した選考を行い、選考結果を市長に報告しなければならない。 

３　選考審査会は非公開とする。 

４　選考審査会の庶務は、政策部企画課で行う。 

 

（選考の結果） 

第６条　市長は、前条の選考審査会において選考したときは、応募した者に対し、その結果を通

知するものとする。 

 

（委嘱） 

第７条　市長は、選考審査会で決定した者を委員に委嘱するものとする。 

 

（その他） 

第８条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

　　附　則 

　この要領は、令和７年１月 15 日から施行する。 


